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3.3.2 位置等に関する複数案の設定についての考え方 
本事業に係る計画段階配慮事項についての検討にあたっては、事業実施想定区域の位置又

は規模に関する複数の案（以下、「複数案」といいます。）を適切に設定する必要があります。 

複数案としては、政策目標や道路整備による影響（生活環境、自然環境、コスト等）を踏

まえて設定します。 

 
3.3.3 複数案の設定にあたっての考え方 
複数案の設定にあたっては、本事業に必要な道路の機能、概略ルート・構造を検討する際

の前提条件（「第 3章 3.1 都市計画対象道路事業の目的」参照）を踏まえ、地域の課題を解

決する案として 3案を設定しました。 

 

表 3.3-1 ルートの概要 

 
【案①】別線整備案 

（山側ルート） 

【案②】別線整備案 

（平地ルート） 

【案③】現道活用案 

 

ルートの 

概要 

山間部に沿って集落・市

街地・浸水想定区域を可

能な限り回避する別線整

備案 

平地部の集落・市街地・

浸水想定区域を通過する

が、起終点間を最短で結

ぶ別線整備案 

国道 10 号・57 号・県道

38 号の現道拡幅や交差点

立体化等を行う案 
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出典：第 3回九州地方小委員会資料 

図 3.3-5 計画段階評価における複数案の位置図

【案①】別線整備案（山側ルート）：山間部に沿って集落・市街地・浸水想定区域を可能な限り回避する別線整備案
【案②】別線整備案（平地ルート）：平地部の集落・市街地・浸水想定区域を通過するが、起終点間を最短で結ぶ別線整備案
【案③】現道（国道10号・57号・県道38号）活用案：国道10号・57号・県道38号の現道拡幅や交差点立体化等を行う案

断面図 【案①・②】
（土工部）

（橋梁部） （トンネル部）

※道路構造は、切土・盛土を基本とし、河川、鉄道、道路を跨ぐ区域等は橋梁、
標高が高い区域はトンネルを想定

【案③】
（土工部） （橋梁部）

※道路構造は、現道拡幅を基本とし、主要な交差点は立体交差を想定

中九州横断道路（大分～犬飼）
中九州横断道路
（犬飼千歳道路）

100～200ｍ
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市町村境界

産業拠点
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学校

神社・仏閣等

スポーツ施設

（ゴルフ場、スポーツ公園等）

集落・市街地

浸水想定区域

土砂災害警戒区域

重要な動物種の生息地

重要な植物種・群落の生育地

生態系の保全上重要であって

まとまって存在する自然環境

　  景観（主要な眺望点）

　  景観（景観資源）

凡例
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3.3.4 比較評価結果 
第 3 回九州地方小委員会において、事業予定者が意見聴取の結果（ルート帯案に関するこ

と）をまとめ、意見聴取で重視されている項目での複数案の比較評価を行いました。複数案

の比較評価は、表 3.3-2 に示すとおりです。 

比較評価の結果、「【案①】別線整備案（山側ルート）」は、意見聴取結果にて重要視されて

いる全ての政策目標の達成が見込めるほか、道路整備による影響についても、他案より総合

的に優れています。 

以上を踏まえ、図 3.3-6 に示すとおり、対応方針（案）を示しました。 
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表 3.3-2 複数案での比較評価の結果 

 
出典：第 3回九州地方小委員会資料 
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対応方針（案）まとめ 

 

 

 
出典：第 3回九州地方小委員会資料 

図 3.3-6 対応方針（案）まとめ  



3.3-21 

3.3.5 計画段階環境配慮書以降方法書までの検討の経緯 
九州地方小委員会での有識者や地域住民・企業等の意見を踏まえ、事業予定者（概略計画

の検討を実施した主体）が、「計画段階環境配慮書」（以下、「配慮書」といいます。）を作成

し、令和 6 年 3 月の国土交通大臣意見をもって、配慮書の手続きを完了しました。その後、

事業予定者が、配慮書において複数案としていたルート帯のうち、「【案①】別線整備案（山

側ルート）」を対応方針として決定しました。選定した理由は、以下に示すとおりです。 

 

（理由） 

○政策目標に関して、『【案①】別線整備案（山側ルート）』は『【案②】別線整備案（平地ルー

ト）』及び『【案③】現道活用案』と比べて、最も政策目標の達成が見込まれる。 

さらに、地域の意見聴取において重視すべきとの回答がいずれの項目についても 6 割以上

であり、重視すべきとの回答が特に多かった「②災害時に国道 10 号・57号の代替路として

利用できること」「③洪水浸水想定区域を回避し、通行規制が発生する可能性が低いこと」

「④物流交通と生活交通の分離が図られ、走りやすく事故の危険性が少ないこと」「⑤大分

市内の三次医療施設への救急搬送時に患者への負担が少ないこと」「⑥大分市内の三次医療

施設へ早く搬送できること」の項目について、【案①】は他案より優れており、地域のニー

ズに最も応えられている。 

○道路整備による影響に関して、地域の意見聴取では「⑩景観への影響が小さいこと」を除

く全項目で、重視すべきとの意見が 6割以上であり、【案①】は相対的に他案より優れてお

り、地域のニーズに応えられている。 

○自治体からも政策目標の達成が見込まれ、他案に比べて道路整備による影響も小さい【案

①】を望む意見も挙げられている。 

○比較評価の結果、【案①】は地域等からの意見聴取結果にて重要視されている政策目標の達

成が見込まれるほか、道路整備による影響についても他案より総合的に優れている。 

 

 

3.3.6 方法書以降準備書までの検討の経緯 
対応方針の決定を受けて、令和 6 年 8 月に「環境影響評価方法書」（以下、「方法書」とい

う。）を作成し、公告・縦覧しました。縦覧期間中に「方法書説明会」を 3回開催するととも

に、一般及び知事から意見を聴取しました。方法書の手続きは、令和 6 年 12 月 17 日の大分

県知事意見を受け、令和 7 年 3 月に項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定し、完了し

ました。その後、令和 8 年 1 月から都市計画素案やルート・構造に関する説明会を 7 回開催

し、一般から都市計画素案に関する意見を聴取しました。  
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3.3.7 環境保全への配慮事項 
1)対象道路の位置・構造に係る配慮事項 

(1)対象道路の位置 

対象道路は位置及び基本構造の検討段階から、集落及び市街地、学校・病院その他の環境

の保全についての配慮が特に必要な施設、重要な地形及び地質、注目すべき生息地、重要な

植物群落、主要な眺望点及び景観資源、主要な人と自然との触れ合いの活動の場及びそれを

取り巻く自然資源、現在指定されている文化財の通過をできる限り回避するとともに、自然

環境及び土地の改変量を極力抑え、環境影響を回避又は低減させた計画としています。 

 

(2)対象道路の構造 

対象道路は、渡河部においては河川の改変を極力抑えるとともに、河川の機能を確保し、

できる限り河川の流れを阻害しない河川幅を確保した計画とし、掘削工事に伴う濁水の発生

を回避します。また、橋脚の設置を予定している河川では、必要以上に橋脚の断面積を大き

くしない計画としています。 

また、対象道路が通過する横断道路や水路については、橋梁構造による横断及び桁下空間

の確保やカルバート等の設置により機能を確保するとともに、必要に応じて動物の移動が可

能な構造及び大きさとすることにより、動物の移動経路を確保します。加えて、動物のロー

ドキルが極力発生しないよう、侵入防止の対策等を講じるとともに、夜間照明については昆

虫等の誘引性の少ない道路照明の採用等を検討することとし、事業実施段階で現地条件等を

勘案して必要に応じて実施します。 

さらに、周辺景観との調和ならびに地域住民への配慮の観点から、道路の法面は緑化を行

うとともに、構造物及び道路付属物のデザイン、色彩等を検討することとし、事業実施段階

で現地条件等を勘案して必要に応じて実施します。なお、法面緑化にあたっては、可能な限

り在来種での施工を行います。 

 

2)工事計画に係る配慮事項 

(1)工事全般 

環境影響をできる限り回避又は低減するため、工事の実施にあたっては、低騒音・低振動

型建設機械、排出ガス対策型建設機械を採用するとともに、作業者に対する資材の取り扱い

の指導、停車中の車両等のアイドリングを止める、建設機械の複合同時稼働及び高負荷運転

を極力避ける、不必要な音の発生を防ぐ等、作業方法の改善を行うこととし、事業実施段階

において現地条件等を勘案し必要に応じて実施します。 

資材及び機械の運搬に用いる車両（以下、「工事用車両」という。）の運行については、既

存道路の交通量等を考慮した運行計画を策定するとともに、工事を平準化し、特定の時期、

場所に集中しないよう計画します。また、工事用車両は点検整備を行い、性能を維持します。 

本事業により発生する建設副産物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭

和 45 年 12 月 25 日法律第 137 号）、「資源の有効な利用の促進に関する法律」（平成 3年 4月

26 日法律第 48号）、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12年 5月 31 日

法律第 104 号）、「土壌汚染対策法」（平成 14 年 5 月 29 日法律第 53 号）、「建設工事で遭遇す

る地盤汚染対策マニュアル（改訂版）」（平成 24 年 4 月、土木研究所）、「建設工事における自

然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル（2023 年版）」（令和 5年 3月、建設工事

における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル改訂委員会）に基づき、建設

発生土は盛土材としてできる限り事業内利用するとともに、アスファルト・コンクリート塊

及びコンクリート塊については工事の際には分別解体し、再資源化できないものについては、

関係法令に基づいて適正に処理・処分します。 
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伐採木については、事業実施段階において「土木工事現場における現場内利用を主体とし

た建設発生木材リサイクルの手引き(案)」（平成 17 年 12 月、土木研究所）等により、再利用

又は適切に処理・処分します。 

建設発生土の仮置場を設置する場合は、その設置場所の選定にあたり、周辺の生活環境及

び自然環境への影響に配慮するとともに、仮置場までの適切な運搬及び仮置場における適切

な管理を図り、建設発生土の飛散及び流出等による周辺環境への影響を回避又は極力低減し

ます。 

また、地下水に影響を及ぼす可能性がある工事を実施する場合は、関係機関と協議、調整

の上、工事前後での地下水の水質及び水位に関するモニタリング調査を検討します。 

なお、夜間作業が生じる場合は、夜間作業を極力少なくするよう工事計画を検討し、関係

機関と協議の上、事業を進めます。 

 
(2)工事施工ヤード、工事用道路の設置位置 

工事施工ヤードは対象道路上を、工事用道路は既存道路を極力利用して、工事の実施によ

る土地の改変を最小限に抑えた計画としています。 

なお、詳細な工事用車両の運行ルート、車両の出入り位置等については、今後、工事計画

を検討するにあたり、市街地・集落及び学校・病院その他の環境の保全についての配慮が特

に必要な施設に対する生活環境への影響に配慮して決定します。 

 
(3)土工 

土工の工事にあたっては、工事の実施により発生する濁水を河川等の公共用水域に直接流

さないよう、必要に応じて仮排水溝、沈砂池、濁水処理施設を設置して施工します。 

また、工事施工ヤードでの仮置きが極力発生しないよう、詳細な施工計画を策定し工事を

実施するとともに、盛土・切土の構築に際しては粉じん等や土砂流出が極力発生しないよう、

速やかに法面整形や法面緑化を行うこととし、事業実施段階で現地条件等を勘案して必要に

応じて実施します。 

盛土工事に必要な土砂の運搬においては、本事業の盛土工事の平準化や輸送の効率化等を

検討できるよう、具体的な計画を策定し、進めます。 

 
(4)橋梁工 

河川内橋脚の設置にあたっては、仮締切工法による直接流水に接しない施工を行うととも

に、汚濁防止膜を設置することにより、濁水の発生及び拡散に留意して施工します。 

また、橋梁等の塗装工事は、事業実施段階において、「鋼道路橋防食便覧」（平成 26年 5月、

（社）日本道路協会）等の指針に基づき塗装の種類について検討し、揮発性有機化学物質の

排出が少ない塗料・資材を使用するよう配慮します。 

 
(5)トンネル工 

トンネル工事の実施に伴う地下水の水位・水質への影響が懸念される場合には、工事前、

工事中における地下水等の状況確認、及びその結果を踏まえた施工方法を検討することで、

環境影響の回避・低減を図る計画としています。トンネル工事により発生する濁水について

は、現地条件を勘案し、濁水処理施設を設置する等、濁水を河川等の公共用水域に直接流さ

ない方法を検討します。 

なお、トンネル工事において発破を実施する場合には、事業実施段階で適切な火薬量によ

る発破工法の採用や防音扉の設置等の環境保全措置を検討し、発破に伴う影響の低減に努め

ます。 
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3)その他の配慮事項 

(1)温室効果ガス 

工事中の温室効果ガス排出量の低減を図るため、効率的な施工計画の策定に努めるととも

に、市場性、安定供給、性能、品質の確保にも留意しつつ、「国等による環境物品等の調達の

推進等に関する法律（グリーン購入法）」（平成 12 年 5 月 31 日法律第 100 号）に基づく特定

調達品目等の使用に努めます。 

また、2050 年カーボンニュートラルの実現に関連する道路交通政策全体の検討状況を注視

し、必要に応じて本事業の計画に反映するとともに、道路照明の LED 化等の省エネ設備の導

入、道路管理に必要な電力についての再生可能エネルギーの導入等の取組について検討し、

温室効果ガスの排出削減に努めます。 

 
(2)埋蔵文化財包蔵地 

埋蔵文化財包蔵地については、事業実施段階において、「文化財保護法」（昭和 25年 5月 30

日法律第 214 号）等に基づき、関係機関と協議・連携の上、適切な措置を講じます。 
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